
コンプライアンス審査会議　提出フロー

第一に！
報告議案を含む全ての議案はコンプライアンス審査会議を通過しなければなりません。

第二に！
報告議案、審議議案は議案本文にコンプライアンス確認番号を記載し理事会へ上程しなければなりません。

コンプライアンス審査会議へ提出するためには・・・

協議クール
①議案本体に「kisoku」フォルダを作成します。

②中には必ず規則様式０１受付表と規則様式０２コンプライアンスチェックシート、各種様式をPDFで格納します。

③規則様式０１、規則様式０２の記載をしてください。

01uketuke
02konpuracyekku
03eizou.posuta
04kousisyoudakusyo
04-2 naidakusyo
05cyosakukenriyou
06cyosakukeninyou
07uketuke
10syuzaiirai
11syussekiirai
12syouzouriyou

＊注１：著作権物の利用方法には必ずど
れか
＊注２：提出書類の契約件数にも忘れず
記載
＊注３：kisokuファルダ内には下記ファイ
ル名

＊注４：協議クールで講師等承諾書が取
得で
きていない場合は、必ず様式４－２、打合
せ経過等報告書を作成し、「04-2



④格納後コンプライアンス審査５日前に上程してください。
⑤議案確認後、規則審査会議内では事前審査を行い各委員会にお送りします。

＊注７：議案本文、指摘リストへ対応を記載してくださ＊注６：PDF化しkisokuフォルダへ格納してください。
⑥各事項、適切にご対応いただき担当VCの確認を得てください。
⑦－１常任理事会へ上程をお願いします。
⑦－２契約書関連資料を各グループ担当事務局と協議の上、必要とあれば日本ＪＣ顧問弁護士の確認をいただいてください。

報告議案・審議クール
①～⑤までは協議クールと同じです。
⑥コンプライアンス審査会議当日、下記資料を印刷または原本を持参してください。
Ｆ議案においては、様式３以降の原本提出は不要です。Kisokuフォルダ内に格納してください。

＊注５：コンプライアンスチェックシート黄
色の
＊注６：Q1～Q5はすべての議案でチェッ
クし



また、Ｆ議案上程時には成果物の提出をお願いします。
規則様式１または規則様式７　受付表 原本２部
規則様式２　コンプライアンスチェックシート 原本１部
規則様式３　映像・ポスター等作成依頼承諾書 原本１部
規則様式４・財政様式５　講師等出演依頼承諾書 原本１部 コピー１部 必ず両面印刷で印をもらう事！
規則様式４（別表）　講師出演依頼に伴うマイナンバーの提出に原本１部 取扱厳重注意！
規則様式５　著作物利用等に関する承諾書 原本１部
規則様式６　著作物の引用における出所表記の確認及び報告書原本１部
規則様式１０　取材依頼承諾書 原本１部
規則様式１１　出席依頼契約書 原本１部 コピー１部 コピーも必ず両面印刷で！
規則様式１２　肖像の使用に係る承諾書 原本１部

⑦コンプライアンス審査会議通過後コンプライアンス確認番号を発行します。
⑧－１コンプライアンス確認番号を議案へ記載後、常任理事会へ上程してください。
⑧－２契約書関連資料を各グループ担当事務局と協議の上、必要とあれば日本ＪＣ顧問弁護士の確認をいただいてください。



契約書提出フロー

協議クール

審議クール

事業議案外での新たな契約書を作成する

事業議案での契約書は先方と話し合いの上、作成していただき両者の捺印の前にコンプライ
アンス審査会議にてコンプライアンスチェックを受けてください。
その際、契約書には審議可決を条件に契約を締結する旨記載をしてください。

協議クールにおいてコンプライアンスチェックを受けた契約書に相手方の署名（記名も可）と押
印をいただき、コンプライアンス審査会議において原本を提示してください。

規則様式にない独自の契約書を締結する際にも契約書関係はすべてコンプライアンス審査
会議の確認が必要です！

事業議案外での新たな契約書を作成する際には先方との話し合いの上、契約書案を作成し
各グループ担当VCへ提出し確認を得てください。
その後、契約を締結し速やかにコンプライアンス審査会議まで原本の提出をお願いいたしま
す。
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